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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
（
二
件
）
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
・
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
二

告

示
（
内
水
漁
管
）

○
多
摩
川
に
お
け
る
し
じ
み
に
関
す
る
採
捕
の
制
限
及
び
共

同
漁
業
権
の
行
使
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公

告

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事
完
了
の
届
出

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
六

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出
…（
同
）…
六

○
土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
送
達
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
六

正

誤

○
令
和
八
年
四
月
八
日
付
東
京
都
公
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
千
百
号
に
よ
り

指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
文
京
区
春
日
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い

な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和8年4月22日（水曜日）東 京 都 公 報（第18532号） ２

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
号
に
よ

り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
練
馬
区
練
馬
三
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
八
百
十
号
に
よ

り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
府
中
市
武
蔵
台
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素

及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和8年4月22日（水曜日）東 京 都 公 報（第18532号） ４

告

示
（
内
水
漁
管
）

◉
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条

第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
指
示
す
る
。

な
お
、
令
和
七
年
八
月
四
日
付
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

指
示
第
三
号
（
多
摩
川
の
し
じ
み
漁
業
権
免
許
に
伴
う
漁
業
権
行
使

の
制
限
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
を
も
っ
て
こ
れ
を

廃
止
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

安

永

勝

昭

（
漁
業
権
の
行
使
の
制
限
）

一

内
共
第
十
三
号
及
び
内
共
第
十
四
号
に
よ
る
第
一
種
共
同
漁
業

の
免
許
を
受
け
た
者
は
、
当
該
免
許
の
漁
場
の
区
域
に
お
け
る
遊

漁
者
に
よ
る
し
じ
み
の
採
捕
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
採
捕
の
制
限
）

二

㈠

遊
漁
者
は
、
内
共
第
十
三
号
及
び
内
共
第
十
四
号
に
よ
る

第
一
種
共
同
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
者
が
行
う
資
源
管
理
の

取
組
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

何
人
も
次
に
掲
げ
る
基
点
ア
と
基
点
イ
と
を
結
ぶ
線
か
ら

基
点
ウ
と
基
点
エ
と
を
結
ぶ
線
ま
で
の
多
摩
川
本
流
の
区
域

に
お
い
て
は
、
し
じ
み
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
別
に
定
め
る
承
認
基
準

に
規
定
す
る
特
別
な
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

基
点
ア

東
京
都
大
田
区
南
六
郷
二
丁
目
六
郷
水
門
下
流
端

基
点
イ

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
中
瀬
一
丁
目
味
の
素
株
式
会



（第18532号）東 京 都 公 報令和8年4月22日（水曜日）５

社
川
崎
工
場
三
工
樋
管
下
流
端

基
点
ウ

東
京
都
大
田
区
本
羽
田
三
丁
目
東
京
電
力
萩
中
線
Ｎ
ｏ

．

８
送
電
鉄
塔

基
点
エ

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
大
師
河
原
一
丁
目
旧
新
日
本

製
鐵
水
門
上
流
端

（
指
示
の
有
効
期
間
）

三

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
四
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。
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公

告

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事
完
了
の

届
出
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
（
仮
称
）
晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発

事
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
工
事
完
了
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称

（
仮
称
）
晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

三

工
事
着
手
の
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
七
日

四

工
事
完
了
の
年
月
日

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

五

届
出
日

令
和
八
年
四
月
三
日

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出

に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
（
仮
称
）
府
中

朝
日
町
商
業
施
設
計
画
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
着
工
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
三
井
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

植
田

俊

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称

（
仮
称
）
府
中
朝
日
町
商
業
施
設
計
画

三

工
事
着
手
の
予
定
年
月
日

令
和
八
年
四
月
十
日

四

工
事
完
了
の
予
定
年
月
日

令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日

五

届
出
日

令
和
八
年
四
月
九
日

土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
送
達

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
２６年

政
令
第
３４２号

）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
公
示
送
達
を
行
う
。

な
お
、
送
達
す
べ
き
書
類
は
、
当
委
員
会
事
務
局
審
理
課
に
保
管

し
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。
受
領
し
な
い

と
き
は
、
令
和
８
年
５
月
１２日

の
終
了
を
も
っ
て
そ
の
書
類
の
送
達

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

令
和
８
年
４
月
２２日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

記

１
事
件
名

令
和
７
年
第
２１号

及
び
令
和
７
年
第
２１号

の
２

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
中
野
区
画
街
路
第
３
号
線

の
た
め
の
土
地
収
用
事
件

２
送
達
す
べ
き
書
類

令
和
８
年
４
月
２
日
付
裁
決
書
の
正
本

３
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

住
所
不
明

た
だ
し
、
土
地
の
登
記
簿
上
の
住
所
は
、
東
京
都
中
野

区
上
高
田
三
丁
目
４１番

地

氏
名
一
之
瀬
幸
雄

４
公
示
送
達
に
係
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番

東
京
都
中
野
区
上
高
田
三
丁
目
４１番

６

５
公
示
送
達
に
係
る
掲
示
の
事
実

⑴
掲
示
さ
れ
て
い
る
場
所

東
京
都
庁
内
の
総
務
局
掲
示
板
（
第
一
本
庁
舎
１
階
南
側
）

⑵
掲
示
を
始
め
た
年
月
日

令
和
８
年
４
月
２２日

正

誤

○
令
和
八
年
四
月
八
日
付
東
京
都
公
告

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

二
一

下

後
か
ら九

１
起
業
者
の
名

称
１
起
業
者
の
名

称
東
京
都

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


